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委
員
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事
務
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組
織
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則
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一
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則
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律
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）
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一
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の
規
定
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よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
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動
届
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提
出
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の
で
、
同
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七
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定
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よ
り
、
そ
の

異
動
事
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お
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告
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す
る
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部
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援
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援
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宇
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部
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ろ
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を
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党
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地
域
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部
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
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た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
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計
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者
 

代
 

 
表
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計
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者
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計
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井
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中
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勉
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和
 
義
 

国
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雄
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村
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城
 

下
呂
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名
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0
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破

郡
垂

井
町

府
中

1492―
45 

安
八

郡
神

戸
町

落
合

435
 

高
 
橋
 
義
 
一
 

吉
 
田
 
正
 
光
 

大
 
橋
 
 
 
巧
 

傍
 
島
 
定
 
雄
 

戸
 
谷
 
 
 
實
 

下
呂

市
馬

瀬
名

丸
1
6

78―
１
 

岩
井
豊
太
郎
後
援
 

会
宇
留
生
支
部
 

飯
田
ひ
ろ
し
を
育
 

て
る
会
 

自
由
民
主
党
馬
瀬
 

地
域
支
部
 

政
治
団
体
の
名
称
 

会
 
計

 
責

 
任

 
者
 

代
 

 
表

 
 

者
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

異
 
動
 
事
 
項
 

北
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博
 
嗣
 

近
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城
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馬
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0
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新
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戸
 
谷
 
 
 
實
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呂

市
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瀬
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岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
四
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

大 
 

松 
 

利 
 

幸 
 
 

                 

関
ヶ
原
ふ
じ
つ
か
 

守
後
援
会
 

ご
と
う
信
一
後
援
 

会
 

健
友
会
 

金
子
政
則
後
援
会
 

大
橋
た
か
し
後
援
 

会
 

江
上
せ
い
じ
を
育
 

て
る
会
 

岩
井
豊
太
郎
後
援
 

会
神
戸
支
部
 

岩
井
豊
太
郎
後
援
 

会
上
石
津
町
時
支
 

部
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

名
 
 
 
 
 
称
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

代
 

 
表

 
 

者
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

会
 
計

 
責

 
任

 
者
 

代
 

 
表

 
 

者
 

会
 
計

 
責

 
任

 
者
 

不
破

郡
関

ヶ
原

町
関

ヶ
原
3401―

２
 

不
破

郡
関

ヶ
原

町
関

ヶ
原
904―

５
 

ご
と
う
信
一
後
援
会
 

不
破

郡
関

ヶ
原

町
大

字
関
ヶ
原
2393―

６
 

稲
 
垣
 
伸
 
作
 

養
老

郡
養

老
町

下
笠

491―
１
 

不
破

郡
垂

井
町

府
中

1673―
５
 

安
八

郡
神

戸
町

西
保

1628
 

石
 
﨑
 
 
 
勉
 

水
 
野
 
和
 
義
 

国
 
枝
 
光
 
雄
 

不
破

郡
関

ヶ
原

町
関

ヶ
原
904―

５
 

不
破

郡
関

ヶ
原

町
関

ヶ
原
3401―

２
 

後
藤

信
一

を
育

て
る

会
 

不
破

郡
関

ヶ
原

町
大

字
関
ヶ
原
2387―

１
 

亀
 
井
 
士
 
郎
 

養
老

郡
養

老
町

下
笠

476―
１
 

不
破

郡
垂

井
町

府
中

1492―
45 

安
八

郡
神

戸
町

落
合

435
 

高
 
橋
 
義
 
一
 

吉
 
田
 
正
 
光
 

大
 
橋
 
 
 
巧
 

名
古
屋
税
理
士
政
 

治
連
盟
大
垣
支
部
 

関
ヶ
原
ふ
じ
つ
か
 

守
後
援
会
 

会
 
計

 
責

 
任

 
者
 

代
 

 
表

 
 

者
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

高
 
橋
 
貞
 
光
 

西
 
川
 
峰
 
明
 

不
破

郡
関

ヶ
原

町
関

ヶ
原
3401―

２
 

不
破

郡
関

ヶ
原

町
関

ヶ
原
904―

５
 

川
 
瀬
 
直
 
行
 

広
 
瀬
 
嘉
 
彦
 

不
破

郡
関

ヶ
原

町
関

ヶ
原
904―

５
 

不
破

郡
関

ヶ
原

町
関

ヶ
原
3401―

２
 

夢
の

あ
る

瑞
穂

市
を

つ
く

る

平
田
虹
の
会
 

西
松
重
吉
後
援
会
 

西
尾
千
春
（
240）

後
援
会
 

柘
植
伴
美
後
援
会
 

高
木
教
雄
後
援
会
 

下
野
一
郎
友
の
会
 

小
村
昌
弘
と
歩
む
会
 

国
民

新
党

憲
友

会
岐

阜
県

支
部
 政

治
団

体
の

名
称

 

河
 
合
 
達
 
美
 

伊
 
藤
 
 
 
浩
 

西
 
松
 
芳
 
弘
 

西
 
尾
 
千
 
春
 

柘
 
植
 
博
 
隆
 

上
 
田
 
 
 
均
 

下
 
野
 
博
 
司
 

加
 
藤
 
捷
 
治
 

杉
 
原
 
 
 
勲
 

代
 
表
 
者
 

の
 
氏
 
名
 

高
 
橋
 
和
 
之
 

水
 
谷
 
芳
 
郎
 

西
 
松
 
憲
 
之
 

西
 
尾
 
千
 
春
 

伊
 
東
 
幸
 
徳
 

高
 
木
 
教
 
雄
 

下
 
野
 
土
岐
子
 

小
 
村
 
八
千
代
 

杉
 
原
 
 
 
勲
 

会
計
責
任
者
 

の
 
氏
 
名
 

瑞
穂
市
別
府
1285―

１
 

海
津
市
平
田
町
今
尾
965 

安
八
郡
安
八
町
南
條
286 

可
児
市
川
合
242―

１
 

加
茂
郡
八
百
津
町
潮
見
1272 

養
老
郡
養
老
町
高
田
1081 

大
垣
市
墨
俣
町
上
宿
370 

可
児
市
兼
山
787―

５
 

大
垣
市
西
之
川
町
１
―
225―

２
 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

平
成
23年

 

平
成
23年

 

６
月
30日

 

平
成
23年

 

３
月
30日

 

平
成
23年

 

８
月
30日

 

平
成
23年

 

９
月
11日

 

平
成
23年

 

５
月
11日

 

平
成
23年

 

３
月
20日

 

平
成
23年

 

９
月
22日

 

平
成
23年

 

７
月
31日

 

解
 
 
散
 

年
 月

 日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

政
党
の
支
部
 

政
党
又
は
政
党
 

の
支
部
の
場
合
 

そ
の
旨
の
表
示
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
民
新
党
 

当
該
政
党
の
支
部
 

を
支

部
と

す
る
 

政
党

の
名

称
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 一
以
上
市
町
村
区
域
等
 

一
以
上
の
市
町
村
の
区
 

域
等
を
単
位
と
し
て
設
 

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示
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公 
 
 
 

示 

 
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
三
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人ala

ク
ル
ー
ズ 

三 

代

表

者

の

氏

名 

澤
野 

親
司 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岐
阜
県
可
児
市
下
恵
土
三
四
三
三
番
地
一
三
九 

可
児
市
文
化

創
造
セ
ン
タ
ー
内 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
市
民
の
文
化
振
興
に
対
す
る
意
識
の
高
揚
を
促

し
、
市
民
の
文
化
・
芸
術
の
創
造
と
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
適
当
の
決
定 

            

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
津
川
市
営
土
地
改
良
事
業
植
苗
木
地
区
の
換
地
計
画
を

適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
二
条
の
二
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し

を
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
か
ら 

 
 

同 

二
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

中
津
川
市
役
所
掲
示
場 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
基
本
測
量
の
実
施 

 

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

吉
川
勝
後
援
会
 

夢
の

あ
る

瑞
穂

市
を

つ
く

る
会
 

平
田
虹
の
会
 

西
松
重
吉
後
援
会
 

西
尾
千
春
（
240）

後
援
会
 

柘
植
伴
美
後
援
会
 

吉
 
川
 
 
 
勝
 

河
 
合
 
達
 
美
 

伊
 
藤
 
 
 
浩
 

西
 
松
 
芳
 
弘
 

西
 
尾
 
千
 
春
 

柘
 
植
 
博
 
隆
 

小
 
森
 
隆
 
弘
 

高
 
橋
 
和
 
之
 

水
 
谷
 
芳
 
郎
 

西
 
松
 
憲
 
之
 

西
 
尾
 
千
 
春
 

伊
 
東
 
幸
 
徳
 

大
垣
市
神
田
町
２
―
１
 

瑞
穂
市
別
府
1285―

１
 

海
津
市
平
田
町
今
尾
965 

安
八
郡
安
八
町
南
條
286 

可
児
市
川
合
242―

１
 

加
茂
郡
八
百
津
町
潮
見
1272 

平
成
23年

 

５
月
10日

 

平
成
23年

 

９
月
15日

 

平
成
23年

 

６
月
30日

 

平
成
23年

 

３
月
30日

 

平
成
23年

 

８
月
30日

 

平
成
23年

 

９
月
11日

 

５
月
11日
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一 

作
業
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院 

二 

作
業
種
類 

 
 

基
本
測
量
（
基
盤
地
図
情
報
整
備
） 

三 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら 

 
 

同 

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

作
業
地
域           

 
 

安
八
郡
安
八
町 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
岐
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

土
岐
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業 

 
 

妻
木
南
部
土
地
区
画
整
理
事
業 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
土
岐
市
建
設
部
都
市
計
画
課 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示 

 

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

［
岐
阜
県
指
紋
自
動
識
別
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
落
札
者
等
］
 

１
  賃

貸
借
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
 
岐
阜
県
指
紋
自
動
識
別
シ
ス
テ
ム
 
一
式
 

２
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 
随
意
契
約
 

３
  随

意
契
約
の
理
由
 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
22年

政
令
第
16号

）
第
167条

の
２
第
１
項
第
８

号
該
当
 

４
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
  平

成
23年

９
月
20日

 

５
 
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
  愛

知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
17番

１
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
 
中
部
支
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支
社
長
 
福
島
 
秀
和
 

６
 
契
約
金
額
 
346,308,480円

 

７
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
⑴
  部

局
の
名
称
 
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
 

 
⑵
  所

 
在
 
地
 
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号
 

 ［
緊
急
配
備
支
援
シ
ス
テ
ム
更
新
整
備
に
関
す
る
落
札
者
等
］
 

１
 
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
 
緊
急
配
備
支
援
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
等
 
一
式
 

２
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
 

３
 
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
 
平
成
23年

７
月
15日

 

４
 
落
札
者
を
決
定
し
た
日
 
平
成
23年

９
月
16日

 

５
 
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
 
東
京
都
港
区
西
新
橋
二
丁
目
15番

12号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
執
行
役
 
川
部
 
誠
治
 

６
 
落
札
金
額
 
1,136,843,400円

 

７
 
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
⑴
  部

局
の
名
称
 
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
 

 
⑵
  所

 
在
 
地
 
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号
 

［
岐
阜
県
指
紋
自
動
識
別
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
落
札
者
等
］
 

１
 
賃
貸
借
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
 
岐
阜
県
指
紋
自
動
識
別
シ
ス
テ
ム
 
一
式
 

２
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
 
随
意
契
約
 

３
  随

意
契
約
の
理
由
 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
22年

政
令
第
16号

）
第
167条

の
２
第
１
項
第
８

号
該
当
 

４
 
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
  平

成
23年

９
月
20日

 

５
 
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
  愛

知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
17番

１
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
 
 

岐 
 
 
 
 

阜 
 
 
 
 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 
 

集 
 
 

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

所 
 
 

岐 
 
 

阜 
 
 

県 
 
 

庁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


